
一
頁

○
厚
生
労
働
省
告
示
第

号

地
域
社
会
に
お
け
る
共
生
の
実
現
に
向
け
て
新
た
な
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
講
ず
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関

す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
四

号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八

年
厚
生
労
働
省
告
示
五
百
二
十
三
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生

労
働
省
告
示
第
五
百
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
六
年

月

日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

第
二
号
の
二
イ
の
⑴
中
「
病
院
」
の
下
に
「
（
以
下
「
病
院
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
号
ロ
の
⑴
中
「
医
療
法

第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
「
同
条
第
二
項
」
を
「
医
療
法
第
一
条
の
五
第
二
項
」
に
改
め
、
「
診

療
所
」
の
下
に
「
（
以
下
「
診
療
所
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
号
ハ
の
⑴
中
「
医
療
法
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規

定
す
る
」
及
び
「
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
削
る
。

第
二
号
の
三
を
削
る
。

第
三
号
イ
中
「
第

の
１
」
を
「
第
９
の
１
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第

の
２
」
を
「
第
９
の
２
」
に
、
「
第

10

10

10

の
１
」
を
「
第
９
の
１
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第

の

」
を
「
第
９
の

」
に
改
め
、
同
ハ
の
⑷
中
「
医
療
観
察

10

11

11



二
頁

法
」
を
「
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年

法
律
第
百
十
号
）
（
以
下
「
医
療
観
察
法
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
刑
事
施
設
」
を
「
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者

等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
刑
事
施
設
（
以
下
「
刑
事
施
設
」
と

い
う
。
）
」
に
、
「
少
年
院
」
を
「
少
年
院
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
九
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
少
年
院

（
以
下
「
少
年
院
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
ハ
の
⑸
中
「
保
護
観
察
所
、
更
生
保
護
施
設
、
指
定
医
療
機
関
又
は

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
」
を
「
更
生
保
護
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
保
護
観

察
所
（
以
下
「
保
護
観
察
所
」
と
い
う
。
）
、
更
生
保
護
事
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
七
項
に

規
定
す
る
更
生
保
護
施
設
（
以
下
「
更
生
保
護
施
設
」
と
い
う
。
）
、
医
療
観
察
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定

医
療
機
関
（
以
下
「
指
定
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）
又
は
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
精
神
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
四
号
中
「
第

の
１
の
３
」
を
「
第

の
１
の
３
」
に
、
「
第

の
５
」
を
「
第

の
５
」
に
、
「
第

の
５
の

12

11

12

11

12

９
」
を
「
第

の
５
の
９
」
に
、
「
第

の
８
」
を
「
第

の
８
」
に
改
め
る
。

11

12

11

第
五
号
中
「
第

の
９
」
を
「
第

の
９
」
に
、
「
第

の
１
」
を
「
第

の
１
」
に
改
め
る
。

13

12

13

12

第
五
号
の
二
中
「
第

の
１
」
を
「
第

の
１
」
に
改
め
る
。

14

13

第
六
号
イ
中
「
第

の
１
」
を
「
第

の
１
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第

の

」
を
「
第

の

」
に
改
め
る
。

15

14

15

14

14

14



三
頁

第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七

指
定
共
同
生
活
援
助
の
施
設
基
準

イ

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

の
６
の
地
域
生
活
移
行
個
別
支
援
特
別
加
算
を
算
定
す
べ
き
指
定
共
同
生
活
援

15

助
事
業
所
（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
二
百
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
施
設
基
準

⑴

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
二
百
八
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
に
置
く
べ
き
世
話

人
又
は
生
活
支
援
員
に
加
え
、
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

の
６
の
注
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が

15

定
め
る
者
に
対
す
る
適
切
な
支
援
を
行
う
た
め
に
必
要
な
数
の
世
話
人
又
は
生
活
支
援
員
を
配
置
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
こ
と
。

⑵

社
会
福
祉
士
又
は
精
神
保
健
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者
が
配
置
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
介
護
給
付
費
等

単
位
数
表
第

の
６
の
注
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
に
対
す
る
支
援
に
つ
い
て
、
当
該
資

15

格
を
有
す
る
者
に
よ
る
指
導
体
制
が
整
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

⑶

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
の
従
業
者
に
対
し
、
医
療
観
察
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
五

十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
入
院
に
よ
ら
な
い
医
療
を
受
け
て
い
る
者
又
は
刑
事
施
設
若
し
く
は
少
年

院
を
釈
放
さ
れ
た
障
害
者
の
支
援
に
関
す
る
研
修
が
年
一
回
以
上
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑷

保
護
観
察
所
、
更
生
保
護
施
設
、
指
定
医
療
機
関
又
は
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
関
係
機
関
と
の
協



四
頁

力
体
制
が
整
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

の
７
の
ホ
の
医
療
連
携
体
制
加
算
（
Ⅴ
）
（
第
八
号
ロ
に
お
い
て
「
医
療
連
携

15

体
制
加
算
（
Ⅴ
）
」
と
い
う
。
）
を
算
定
す
べ
き
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

の
７
の
注
５
に
規
定
す
る
指
定

15

共
同
生
活
援
助
事
業
所
の
施
設
基
準

⑴

当
該
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
の
職
員
と
し
て
、
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
若
し
く
は
障
害
者
の
日

常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
十

九
号
）
第
五
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
（
以
下
「
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

等
」
と
い
う
。
）
と
の
連
携
に
よ
り
、
看
護
師
を
一
名
以
上
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

⑵

看
護
師
に
よ
り
二
十
四
時
間
連
絡
で
き
る
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

⑶

重
度
化
し
た
場
合
の
対
応
に
係
る
指
針
を
定
め
、
入
居
の
際
に
、
入
居
者
又
は
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
、

当
該
指
針
の
内
容
を
説
明
し
、
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
。

第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
の
施
設
基
準

イ

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

の
６
の
地
域
生
活
移
行
個
別
支
援
特
別
加
算
を
算
定
す
べ
き
外
部
サ
ー
ビ
ス

15

利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
二
百
十
三
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す

る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
施
設
基
準



五
頁

⑴

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
二
百
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生

活
援
助
事
業
所
に
置
く
べ
き
世
話
人
に
加
え
、
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

の
６
の
注
に
規
定
す
る
別
に

15

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
に
対
す
る
適
切
な
支
援
を
行
う
た
め
に
必
要
な
数
の
世
話
人
を
配
置
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
こ
と
。

⑵

社
会
福
祉
士
又
は
精
神
保
健
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者
が
配
置
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
介
護
給
付
費

等
単
位
数
表
第

の
６
の
注
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
に
対
す
る
支
援
に
つ
い
て
、
当

15

該
資
格
を
有
す
る
者
に
よ
る
指
導
体
制
が
整
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

⑶

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
の
従
業
者
に
対
し
、
医
療
観
察
法
第
四
十
二
条
第
一

項
第
二
号
若
し
く
は
第
五
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
入
院
に
よ
ら
な
い
医
療
を
受
け
て
い
る
者
又

は
刑
事
施
設
若
し
く
は
少
年
院
を
釈
放
さ
れ
た
障
害
者
の
支
援
に
関
す
る
研
修
が
年
一
回
以
上
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
。

⑷

保
護
観
察
所
、
更
生
保
護
施
設
、
指
定
医
療
機
関
又
は
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
関
係
機
関
と
の

協
力
体
制
が
整
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

医
療
連
携
体
制
加
算
（
Ⅴ
）
を
算
定
す
べ
き
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

の
７
の
注
５
に
規
定
す
る
外
部

15

サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
の
施
設
基
準

⑴

当
該
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
の
職
員
と
し
て
、
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所



六
頁

若
し
く
は
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
と
の
連
携
に
よ
り
、
看
護
師
を
一
名
以
上
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

⑵

看
護
師
に
よ
り
二
十
四
時
間
連
絡
で
き
る
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

⑶

重
度
化
し
た
場
合
の
対
応
に
係
る
指
針
を
定
め
、
入
居
の
際
に
、
入
居
者
又
は
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
、

当
該
指
針
の
内
容
を
説
明
し
、
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
。


